
掲示期間 9.29 – 10.08 

消防法による命令の公告 

 

 

 

 防火対象物の所在地   新潟市中央区上大川前通６番町１２１１番地５ 

 

 防火対象物の名称    三好マンション鏡橋 

  
 命令を受けた者の氏名  三好マンション鏡橋管理組合 

理事長 中村 宏一 
 

  

  

   

 上記防火対象物は、消防法に違反しているので、令和７年９月１７日、消防法第８

条第３項及び消防法第１７条の４第１項の規定に基づき次の事項を命じたものである。 

 

命令事項 

（１）令和７年１１月３０日までに、防火管理者を定めること。 

（２）令和８年１月３１日までに、屋内消火栓設備を共同住宅部分に設置すること。 

（３）令和８年１月３１日までに、スプリンクラー設備を１１階に設置すること。 

（４）令和８年１月３１日までに、自動火災報知設備の感知器を共同住宅部分１階

から６階まで及び７階から１０階までの各住戸内に設置すること。 

（５）令和８年１月３１日までに、自動火災報知設備の主音響装置及び地区音響装

置が有効に作動するよう維持すること。 

（６）令和７年１１月３０日までに、共同住宅部分に設置されている型式失効した

消火器を取り換えること。 

 

 

新潟市消防局公告第２８号 

令和７年９月２９日 

 

 

 

                       新 潟 市 消 防 長 
                         阿 部  一 彦 


